
医学的延命処置を拒否する意思表明書（ＳＤＤ）の登録方法 

Self  Dignity  Declare 

 

 最高裁判所の判決（2013）により、医師に患者の医療的延命処置が義務付けら

れました。つまり、医師は患者に必ず医療的延命処置をしなければならないという

ことです。具体的には人工呼吸器、人工心肺装置、人工栄養などです。これを一度

装着しますと、どんなに家族が取り外しを依頼しても医師は殺人罪の可能性がある

ため取り外すことができません。しかし、例外規定として患者本人が生前にはっき

りと延命拒否を表明していれば、医師は医療的延命処置を中止することができます。

SDD はこうした本人の意思を明確に医師に伝えることを目的としたものです。 

 内閣総理大臣認証特定非営利活動法人日本回想療法学会では、本人の意思表明を

第三者証明しています。ですから、万が一の場合、たとえば、家族から離れていた

り、自分の意識がはっきりしないときであっても、SDD を医師に提出しておくか、

もしくは所持していれば医療的延命処置を拒否できます。 

 

1、登録方法 

 ①当会のホームページから SDD をダウンロードしてください。 

②当会のホームページから記入事項を記入して申込むと「公式保管登録番号」が

返信されます。 

③返信された「公式保管登録番号」をダウンロードした SDD に記入して医師にお

渡しください。 

 ④確認者がいなければ空欄でかまいません。 

 ⑤医師からの問い合わせには当会が対応します。 

 

2、費用：5､000 円（税込）一人あたりの保管登録手数料（年会費などはありません。） 

   ※郵便振替口座 00190-3-427891 日本回想療法学会 

 

3、SDD 保管登録証明書の発行 

  登録手数料をご入金された方には「SDD 保管登録証明書」を郵送します。 

 

 

内閣総理大臣認証 特定非営利活動法人 日本回想療法学会 事務局 

〒300-15 取手市宮和田 2832-2  

                  電話 0297-83-0556 FAX 0297-83-0530  

     

 



           ＳＤＤ保管登録証明書 
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■SDD証明書：  登録内容を明記 

■定期券サイズ： 表面に氏名、裏面に保管登録番号 

■費用 ：     5,000 円（税込）  

■郵便振替口座 00190-3-427891 日本回想療法学会 

■ご入金確認後、約 1 週間でお届けします。 

■事前にホームページから SDD を申し込んでおいてください。 

 

■お問い合わせ    内閣総理大臣認証法人 日本回想療法学会 

           取手市宮和田 2832-2  ☎0297-83-0556 

 

    

 
 


